
2021年1月以降に満期を迎えるご契約者様へ 2021年1月改定対応版

いつも岩手県火災共済協同組合をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
２０２１年１月以降共済始期の契約について、火災共済の制度改定を実施いたしました。
本改定により、ご契約にあたって共済掛金や補償内容が大きく変更となっている場合がございますので、
今一度ご契約内容をご確認のうえ、 お手続きいただきますようお願い申し上げます。

ご案内内容
１．共済掛金の改定
２．水災補償の拡充

３．その他の改定
４．補償の見直しのポイント

（表面） （裏面）

1. 共済掛金の改定

　平成26年豪雪による雪
災、平成30年7月豪雨による
水災、平成30年台風21号及
び台風24号による風災と
いった様々な自然災害が発
生し、共済金の支払いが増加
していることから、共済掛金
率を改定しました。

2. 水災補償の拡充及び、工場物件の水災補償の新設
　近年、大規模な水害が頻発していることを踏まえ、総合火災共済および新総合火
災共済のＤ型の水災の補償内容を拡充しました。
　また、これまで水災補償の対象外であった工場物件について水災を補償する「水
害共済金補償特約」を新設しました。  

　築浅物件のほうが、築年数が経過した建物よりリス
クが低い実態にあります。こうしたリスク較差を共済
掛金に反映するため、築浅物件を対象とした割引（建
物のみ）を拡大しました。

⑴自然災害増加を踏まえた共済掛金率の改定

⑵築浅割引率の改定

 確率論的地震動予測地図(注)に基づく直近の地震リ
スクを反映して、地震危険補償特約の共済掛金率を改
定しました。(注.文部科学省下部組織の地震調査研究
推進本部作成)

⑶地震危険補償特約の共済掛金率の改定

風・雹・雪災、水災による損害共済金の推移

割引率および割引期間の拡大

改　定　前

築10年未満 10％割引

改　定　後

築10年未満 30％割引

築10年以上
築20年未満 15％割引

改定前後の地震共済掛金（共済金額1,000万円）

改　定　前
ロ構造
8,400円
12,200円

イ構造
5,100円
7,500円

住　家
非住家

改　定　後
ロ構造
8,900円
12,900円

イ構造
5,300円
7,800円

⇨

⇨

※イ構造→鉄骨・コンクリート　　ロ構造→木造

改定の�案内.indd   1改定の�案内.indd   1 2020/11/05   15:192020/11/05   15:19



3. その他の改定
⑴新価補償契約の臨時費用共済金を変更いたしました。

⑵ご契約者様のご要望に沿った補償をお選びいただきやすくなりました。

改　定　前

住宅物件 損害共済金×30％
（100万円限度）

損害共済金×30％
（500万円限度）

損害共済金×10％
（100万円限度）

損害共済金×10％
（100万円限度）

普通物件
工場物件

改　定　後

⇨

※改定後は、臨時費用共済金変更特約を付帯

　新価補償契約の場合、事故の際に実際にかかっ
た修理金額以上に共済金が支払われるケースが
あるため、十分な補償内容で合理的な共済掛金と
なるように臨時費用共済金を変更しました。

新価補償契約（新価共済特約・価額協定共済特約付帯契約）の臨時費用共済金の変更

4. 補償の見直しのポイント

 事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよ
う、共済金額は評価額を基準にご加入ください。

⑴十分な共済金額の設定のオススメ

 建物のみの契約では「家財」等の動産は補償されま
せん。別途、動産のご契約をご検討ください。

⑵家財等の動産の補償のオススメ

　万が一に備え、地震（昭和56年６月以降に建築さ
れた建物が対象）や水害などの自然災害に対する補
償をご検討ください。

⑶地震補償・水災補償のオススメ

　１共済契約において、共済の対象別に「新価補償」
を選択できるようになりました。再調達価額で補償さ
れる新価補償契約をご検討ください。

⑷新価補償契約のオススメ

　損害額に関わらず、風雪災が補償の対象となる「風
災等支払方法拡充特約」を新設しました。

風雪災の損害額20万円未満補償の新設

　火災や破裂・爆発の事故による借用戸室に対する
法律上の損害賠償責任を補償する「借家人賠償責任
補償特約」を新設しました。

借家人賠償責任補償特約の新設

⑶割引制度を新設しました。

　以下の①および②を満たす共済契約について、10％の割引を行う「事業継続力強化割引」を新設しました。
①１共済契約証書の合計共済金額が１億円以上であること。
②共済契約者が、「事業継続力強化計画認定」または「ＢＣＰ優良認定・認証」を受けていること。

●このご案内は、改定の概要を説明したものです。共済金をお支払いできない場合等の詳しい内容につきましては、
「約款」、「重要事項説明書」、「パンフレット」をご覧ください。
●ご不明な点につきましては、取扱代理所または当組合までお問い合せください。
●当組合と全日本火災共済協同組合連合会が共同して共済契約をお引き受けいたします。

事業継続力強化割引の新設

岩手県火災共済協同組合
TEL 019-654-2551　FAX 019-625-0116
【受付時間】平日　午前9：00～午後5：30

（土・日・祝日、年末年始を除きます。）

取扱代理所

2020.11.10000（E）

※
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